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はじめに 

 平成17年４月10日、旧中村市、旧西土佐村が合併し、現在の四万十市が誕

生して15年が経とうとしております。 

この間、社会経済環境の変化は速度を増し、人口減少・少子高齢化・多世帯

社会の本格到来は、社会、経済、財政に広範な影響を及ぼし始めています。 

また、更なる社会問題として顕在化しつつあるのが住宅の空家化です。全国の

住宅に占める空家の割合は年々増加しており、管理が不十分な空家が防災や

防犯の問題、衛生上の問題、景観の悪化などの諸問題を引き起こしています。 

このような問題に対し、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特

別措置法」（以下「特措法」という。）が公布され、平成27年２月26日に「空家等

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基

本指針」という。）の一部施行、平成27年５月26日に特定空家等に対する措置

等の施行により完全施行されると共に、国土交通省及び総務省から『「特定空家

等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針』が示されまし

た。 

特措法のなかでは、空家等の所有者又は管理者が、空家等の適切な管理に

ついて第一義的な責任を有することを前提としつつも、個別の状況を把握するこ

とが可能な立場にある市町村が、地域の実情に応じた空家等に関する対策の実

施主体として位置付けられています。 

このことを受け、今後の空家対策について本市の基本的な考えを示す「四万

十市空家等対策計画」を平成29年３月に策定し、この間、計画の方針に基づい

た施策に取り組んで参りました。その施策の一つである実態調査や市民意向調

査の結果を踏まえ、この度、計画の一部を改定したところです。 

私たちの暮らしにおける「安全・安心」を確保するとともに、その生活環境の保

全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、市民の皆様のご支援、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

四万十市長 中平 正宏 
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１ 計画策定の背景・目的 

 近年、人口減少や社会的ニーズの変化等から空き家が増加し、全国的な社会
問題となっています。 

そのうち適正な管理が行われていないものは安全性の低下や公衆衛生の悪
化、景観の阻害等、様々な問題を発生し、地域住民の生活環境に深刻な影響を
及ぼすことになりかねません。 

そこで空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進
と地域の振興に寄与することを目的として平成26年11月27日に「空家等対策の
推進に関する特別措置法」（以下「法」といいます。）が公布され、平成27
年５月26日には全面施行されました。 

法では、空家等の所有者または管理者が、空家等の適切な管理について第一
義的な責任を有することを前提としつつも、空家等に関する計画的な対策の実
施については、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握
する立場にある市町村の責務としています。 

そこで、本市では、空家対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成29
年３月に四万十市空家等対策計画を策定したところです。また、本計画に基づ
く実態調査及び意向調査等を実施し、その結果から計画の一部を改定しました。 

本計画に基づき、空家等対策を推進することにより、市民が安全・安心、か
つ快適に暮らすことができる生活環境を確保するとともに、魅力あるまちづく
りに努めていきます。 

 

２ 計画の位置付け 

  本計画は、法第６条第１項に基づき策定するもので、平成27年２月に国が
示す「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指
針」（以下「国指針」といいます。）に即した計画とします。 

  また、上位計画である「四万十市総合計画（H27.3月）」や「四万十市都市
計画マスタープラン（H29.3月）」、また、関連計画との連携を図りながら計
画を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 計画の位置付け 

第１章 計画の趣旨 

【市の関連計画】 
四万十市都市計画マスタープラン 
四万十市まち・ひと・しごと創生 
人口ビジョン 
四万十市地域防災計画・・・など 

 国 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

四万十市空家等対策計画 

（本計画） 

空家等に関する施策を総合的かつ計画 

的に実施するための基本的な指針 

【市の上位計画】 

四万十市総合計画 
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（参考）四万十市総合計画（後期基本計画 2020 年～2024 年） 

    第２章 にぎわいと住みやすさのあるまちづくり 
    政策４ 住みやすさの確保 
    施策８ 良好な居住環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 用語の定義 

  本計画において、「空家」と「空き家」の表現がありますが、それぞれの
表現の定義について、以下のとおり整理します。 

 

空家 
法律用語として定められているものについて記載するもの 

 例）四万十市空家等対策計画、特定空家等 

空き家 
法律用語以外で一般用語として記載するもの 

 例）住宅土地統計調査による空き家の状況、空き家バンク 

  

現況と課題より抜粋（一部省略） 

空き家については、実態に応じ移住・定住者用住宅などの利活用を図ってい
ますが、市民意向調査をもとにさらなる掘り起こしが必要な状況です。また、
老朽化住宅については地震時の倒壊等が懸念され、道路の閉塞による救助活動
の妨げになるなど、その対策も課題となっています。 
今後は、市民ニーズに沿った住宅整備の在り方を検討していくとともに、移

住・定住者の増加に向けた住環境を確保していく必要があります。 

主な施策（1 定住を促す環境の整備・充実）より抜粋 

②適切な空き家対策の実施 
・空き家実態調査と意向調査を継続的に行い、ＮＰＯ法人をはじめ関係機関と

連携を図りながら、地域住民に対し移住・定住支援に対する理解を高めてい
きます。 

・空き家所有者による賃貸や売却などの意向を踏まえ、所有者と民間事業者と
のつなぎ役となるよう官民連携の強化に努めます。 

・空き家住宅の活用を基本にお試し住宅の整備検討を行うなど、移住・定住者
用の住宅確保に努めます。 

・地域の実態に応じ、コミュニティの場としての利活用を検討します。 
・老朽化した住宅については、除却も含め、適切な対応方策について検討しま

す。 
・実態や社会情勢の変化に応じ、四万十市空家等対策計画を改定します。 
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１ 位置・地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 四万十市位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 本市の概況と空家等の状況 

資料：国土地理院 

日本最後の清流 四万十川 

高知市 

四万十市 

資料：国土数値情報 

黒潮町 

宿毛市 

大月町 土佐清水市 

三原村 
幡多地域 

○ 本市は高知県西南部の幡多地域（四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮

町、大月町、三原村）のほぼ中央に位置しています。総面積は約63,242ha

と県内２番目の面積を有し、「日本最後の清流」とも呼ばれる四万十川が

流れています。 

山地では概ね 700～1,000m 程度の中小起伏山地が形成され、南東部は黒

潮の流れる太平洋に面し、豊かな自然環境に恵まれています。 

図 2-2 四万十市標高図 
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２ 人口・世帯 

(１) 人口・世帯の推移 

 

 

 

 
〈資料：国勢調査〉  

図 2-3 人口・世帯の推移 
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38,991 38,784

四万十市

（人）

○ 本市の人口は昭和 60 年の 40,609 人をピークに減少傾向が続いており、

平成 27 年では 34,315 人となっています。 

また、世帯数は横ばいから増加傾向で推移していることから、一世帯あ

たりの人員は減少傾向にあり、平成 27 年の平均世帯人員は 2.3 人となって

います。 
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(２) 年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※昭和55年～平成12年は旧中村市と旧西土佐村の合計より算定〈資料：国勢調査〉  

図 2-4 年齢別人口割合の推移 
 
(３) 高齢者のみの世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成7年～平成12年は旧中村市と旧西土佐村の合計より算定〈資料：国勢調査〉  

図 2-5 高齢者のみの世帯の推移 

○ 人口の年齢別構成割合をみると、昭和 55 年以降、65 歳以上の人口割合の

増加が続いており、平成 27 年では 34.3%となっています。 

一方、15 歳未満の人口割合は減少傾向が続いており、平成 27 年では 11.9%

となっています。 

○ 高齢者のみの世帯推移をみると、高齢単身、高齢夫婦のみ世帯ともに増加

傾向にあり、平成 27 年には全世帯のうち 28.1%が高齢単身もしくは高齢夫

婦のみの世帯となっています。 
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(４) 地区別人口 

 

表2-1 地区別人口・世帯数        (単位：人) 

地区名 男 女 計 世帯数 

中村地区 4,106 4,754 8,860 4,685 

東山地区 2,334 2,437 4,771 2,171 

具同地区 3,433 3,802 7,235 3,355 

東中筋地区 553 575 1,128 517 

中筋地区 570 668 1,238 607 

八束地区 675 685 1,360 656 

下田地区 1,232 1,401 2,633 1,319 

蕨岡地区 460 502 962 480 

後川地区 718 790 1,508 750 

大川筋地区 297 314 611 319 

富山地区 343 413 756 372 

西土佐地域 1,274 1,428 2,702 1,314 

内 

訳 

(津大地区) (619) (689) (1,308) (669) 

(江川﨑地区) (655) (739) (1,394) (645) 

合 計 15,995 17,769 33,764 16,545 

（住民基本台帳 平成31年3月31日現在） 

○ 地区別の人口は中村地区の 8,860 人が最も多く、順に具同地区、東山地区

となっており、中心市街地からその周辺に人口が集中しています。 
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(５) 地区別人口の推移 

 

表2-2 地区別人口の推移        (単位：人) 

地区名 
S60.3.31 

(A) 
H7.3.31 H17.3.31 H27.3.31 

H31.3.31 

(B) 
(B)-(A) 

中村地区 11,996 11,037 10,096 9,168 8,860 ▲ 3,136 

東山地区 4,433 4,345 4,443 4,628 4,771 338 

具同地区 5,245 6,504 7,227 7,320 7,235 1,990 

東中筋地区 1,230 1,308 1,353 1,166 1,128 ▲   102 

中筋地区 1,477 1,501 1,424 1,311 1,238 ▲   239 

八束地区 2,032 1,853 1,722 1,453 1,360 ▲   672 

下田地区 3,777 3,444 3,173 2,799 2,633 ▲ 1,144 

蕨岡地区 1,470 1,432 1,265 1,058 962 ▲   480 

後川地区 2,027 1,818 1,724 1,618 1,508 ▲   519 

大川筋地区 1,082 953 841 685 611 ▲   471 

富山地区 1,669 1,364 1,103 817 756 ▲   913 

西土佐地域 4,771 4,239 3,745 3,041 2,702 ▲ 2,069 

内 

訳 

(津大地区) (2,686) (2,256) (1,898) (1,507) (1,308) (▲1,378) 

(江川﨑地区) (2,085) (1,983) (1,847) (1,534) (1,394) (▲  691) 

合 計 41,209 39,798 38,116 35,064 33,764 ▲ 7,445 

（住民基本台帳 平成31年3月31日現在） 

○ 地区別人口の推移は、具同地区や東山地区では増加しているものの、中村

地区や津大地区では著しく減少傾向となっています。 
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(６) 将来推計（人口、世帯数、平均世帯人員） 

 
 

 

（四万十市総合計画） 

図 2-6 将来人口の見通し 
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●本市の将来人口の見通し 人口 0-14歳

15-64歳 65歳以上(人)

○ 将来人口は、全国の傾向と同様に人口が減少し、平均世帯人員の減少と

ともに少子高齢化が進行していくと考えられます。本市の人口は、平成 25

年の 35,701 人に対し、令和 6 年は 32,382 人（四万十市総合計画）になる

ことが推計されており、平成 25 年から令和 6 年までの 11 年間で約 3,400

人の減少となります。 

R2 
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３ 住宅土地統計調査による住宅と空き家の状況 

(１) 住宅総数と空き家数（空き家率） 

 

 表2-3 総住宅数と空き家数（空き家率） 

区 分 

平成25年 平成30年 
空き家率 

増減 

（％） 

総住宅数 空き家数 空き家率 総住宅数 空き家数 空き家率 

（戸） （戸） （％） （戸） （戸） （％） 

全国 60,628,600 8,195,600 13.5 62,407,400 8,488,600 13.6 0.1% 

高知県 392,400 69,800 17.8 391,600 74,600 19.1 1.3% 

四万十市 18,020 3,050 16.9 18,340 3,300 18.0 1.1% 

高知市 183,320 28,550 15.6 184,750 29,900 16.2 0.6% 

室戸市 8,980 2,320 25.8 9,090 2,800 30.8 5.0% 

安芸市 9,980 1,790 17.9 9,330 2,270 24.3 6.4% 

南国市 21,780 2,910 13.4 22,740 3,270 14.4 1.0% 

土佐市 11,850 1,620 13.7 11,820 2,060 17.4 3.4% 

須崎市 11,330 2,020 17.8 11,100 2,160 19.5 1.7% 

宿毛市 11,850 2,390 20.2 10,570 2,090 19.8 △0.4% 

土佐清水市 9,570 2,660 27.8 8,810 2,670 30.3 2.5% 

香南市 15,320 2,810 18.3 15,090 2,460 16.3 △2.0% 

香美市 14,650 2,600 17.7 14,150 2,790 19.7 2.0% 

    （平成25年、平成30年住宅・土地統計調査） 

 

○ 平成 30 年住宅・土地統計調査では、本市の住宅総数 18,340 戸のうち空

き家数は 3,300 戸（18.0％）となってします。 

○ 前回調査（平成 25 年）と比べ、空き家率は全国 0.1％（高知県 1.3％）

の増加に対し、本市でも 1.1％増加しています。 



 

- 10 - 
 

(２) 空き家率の推移 

 

表 2-4 全国、高知県、本市の空き家率の推移 

区分 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ25 Ｈ30 

全国 11.5％ 12.2％ 13.1％ 13.5％ 13.6％ 

高知県 13.3％ 14.1％ 16.6％ 17.8％ 19.1％ 

四万十市*1 16.1％ 17.9％ 17.1％ 16.9％ 18.0％ 

*1 平成10年、15年の集計には、旧西土佐村は含まれません。（住宅・土地統計調査） 

 

 

(３) 空き家の種類 

 

表2-5 空き家の種類と内訳        （単位：戸） 

  総 数 
一戸建 長屋建・共同住宅・その他 

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造 

空 き 家 総 数 3,300 2,190 2,010 180 1,110 230 880 

内
訳 

① 二次的住宅 
190 

170 160 10 20 10 10 
5.8% 

② 賃貸用の住宅 
870 

120 120 - 750 130 620 
26.4% 

③ 売却用の住宅 
20 

10 10 - 10 - 10 
0.5% 

④ その他の住宅 
2,220 

1,890 1,720 170 330 100 230 
67.3% 

(平成 30 年 住宅・土地統計調査) 

 

 

○ 本市の空き家率は、平成 10 年から平成 20 年にかけて全国、高知県平均よ

り高く推移していましたが、平成 25 年以降は高知県平均を下回っています。 

○ 住宅・土地統計調査の空き家に含まれるものは、①二次的住宅（別荘など）、

②賃貸用の住宅、③売却用の住宅、④その他の住宅の４種類となります。 

○ 本市は、④その他の住宅の空き家が 67.3％（2,220 戸）と最も高い数値と

なっています。また、建て方別にみると、一戸建ではその他の住宅が 86.3％

（1,890 戸）、長屋建・共同住宅・その他では、賃貸用の住宅が 67.6％（750

戸）となっています。 
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(４) 住宅の建築時期 

 

表2-6 構造別・建築時期別・住宅数      （単位：戸） 

  総数 

建 築 の 時 期 

S45 

以前 

S46 

～ 

S55 

S56 

～ 

H2 

H3 

～ 

H7 

H8 

～ 

H12 

H13 

～ 

H17 

H18 

～ 

H22 

H23 

～ 

H27 

H28 

～ 

H30. 

9 月 

住宅総数 14,930 2,180 2,260 2,670 1,620 1,620 1,120 900 820 440 

内
訳 

木造 7,520 1,640 1,330 1,350 620 490 600 350 340 120 

防火木造 2,730 260 370 420 280 280 180 240 290 230 

非木造 4,670 270 550 910 710 860 340 310 190 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成30年 住宅・土地統計調査) 

図 2-7 構造別・建築時期別・住宅数 

 

○ 昭和 56 年の新耐震基準施行以前に建設された住宅の占める割合は、

29.7％（4,440 戸）となっています。 

そのうち、木造は 66.9％（2,970 戸）、防火木造は 14.2％（630 戸）、非木

造は 18.5％（820 戸）で、木造の割合が多くを占めています。 
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(５) 住宅の腐朽・破損の状況 

 

表2-7 所有区分別・建築時期別・腐朽破損有無住宅数  （単位：戸） 

  総数 

建 築 の 時 期 

S45 

以前 

S46 

～ 

S55 

S56 

～ 

H2 

H3 

～ 

H7 

H8 

～ 

H12 

H13 

～ 

H17 

H18 

～ 

H22 

H23 

～ 

H27 

H28 

～ 

H30. 

9 月 

住宅総数 14,930 

2,180 2,260 2,670 1,620 1,620 1,120 900 820 440 

14.6% 15.1% 17.9% 10.9% 10.9% 7.5% 6.0% 5.5% 2.9% 

内 

訳 

持
ち
家 

10,000 1,840 1,630 1,830 1,060 890 900 580 610 260 

借
家 

4,620 340 630 850 560 730 220 320 210 180 

腐朽･ 

破損 

 あり 

1,420 

320 230 420 50 50 30 20 20 40 

22.5% 16.2% 29.6% 3.5% 3.5% 2.1% 1.4% 1.4% 2.8% 

内 

訳 

持
ち
家 

610 210 120 120 20 50 20 10 20 20 

借
家 

750 110 110 300 20 - 10 10 - 20 

腐朽･ 

破損 

 なし 

13,500 

1,860 2,030 2,250 1,570 1,570 1,090 880 800 410 

13.8% 15.0% 16.7% 11.6% 11.6% 8.1% 6.5% 5.9% 3.0% 

内 

訳 

持
ち
家 

9,390 1,630 1,510 1,700 1,040 840 880 570 590 240 

借
家 

3,870 230 520 550 540 730 220 310 200 160 

〈平成30年 住宅・土地統計調査〉 

○ 現状では住宅総数のうち、「腐朽・破損あり」1,420 戸に対し、「腐朽・破

損なし」は 13,500 戸と多くを占めています。 

しかし、昭和 56 年の新耐震基準施行以前に建設された「腐朽・破損あり」

の住宅は 550 戸存在し、「腐朽・破損あり」住宅の約４割を占めています。 
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４ 空家等実態調査の概要 

(１) 調査概要 

本市における空家等の戸数や分布状況を把握するとともに、外観目視による

危険度判定を行うことにより、空家等のデータベースを作成し、空家等に関連

する諸施策（今後の計画的な適正管理及び利活用等）の基礎資料とすることを

目的として、空家等の実態調査を実施しました。 

ア 業務名 

  平成28年度空対第１号 四万十市空き家等実態調査業務 

    （高知県居住支援協議会空き家対策部会） 

イ 調査対象地区 

   四万十市全域 

ウ 調査期間 

   平成28年11月９日 ～ 平成29年６月30日 

エ 調査対象 

   市内全域のすべての家屋（20,723戸） 
 

(２) 調査結果の概要 

ア 空家等数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 空家等実態調査の結果によると、本市の空家等総数は1,860戸で、調査

対象とした市内全域のすべての家屋数20,723戸に対しての空き家率は

9.0%となります。 

また、地区別の空家等数は以下のとおりとなっています。 

中村地区, 484

東山地区, 107

具同地区, 207

東中筋地区, 68
中筋地区, 87八束地区, 88

下田地区, 185

蕨岡地区, 53

後川地区, 146

大川筋地区, 78

富山地区, 122

西土佐地域, 235

四万十市 

空家等総数 

計 1,860(戸)
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表2-8 地区（地域）別の建物数、空き家数、空き家率 

地区（地域）名 建物数(戸) 空き家数(戸) 空き家率 

中村地区 4,430 484 10.9% 

東山地区 1,979 107 5.4% 

具同地区 2,610 207 7.9% 

東中筋地区 955 68 7.1% 

中筋地区 831 87 10.5% 

八束地区 1,460 88 6.0% 

下田地区 1,941 185 9.5% 

蕨岡地区 838 53 6.3% 

後川地区 1,172 146 12.5% 

大川筋地区 706 78 11.0% 

富山地区 1,234 122 9.9% 

西土佐地域 2,567 235 9.2% 

合 計 20,723 1,860 9.0% 

 
 
注記） 

本市が実施した空家等実態調査による空家等の数（1,860戸）と平成30年住宅・

土地統計調査による空き家数（3,300戸）には乖離がありますが、その主たる要因

として次のことが考えられます。 

➢空家等実態調査による空き家の定義と、住宅・土地統計調査における空き家の

定義が異なっていることが考えられます。 

 例）空 家 等 実 態 調 査：共同住宅等は１棟全ての部屋が空き部屋の場合に全

体で空家（1戸）とする。 

  住宅・土地統計調査：共同住宅等の空き部屋は全て空き家とする。 

➢住宅・土地統計調査は全国から約350万住戸・世帯を抽出し調査票を配布して

行った統計調査であり、本市が実施した実態調査（全戸対象の目視調査）とは、

調査手法が異なることが考えられます。 

本計画における本市の空き家数、空き家率は空家等実態調査によるものとします。 

  

図 2-8 地区別空家等数 

○ 地区別（地域別）の空き家率では、後川地区が最も高く、次いで大川筋

地区、中村地区と、市の中心市街地から旧中村市の北西部地域にかけて高

くなっています。 

一方で東山地区、八束地区等では比較的空き家率が低い状況です。 
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図2-9 地区（地域）別空き家率分布図 
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イ 空家等の種類 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-10 空家等の用途分類別割合 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-11 地区（地域）別の空家等用途分類別割合  

○ 空家等と判定された建物の種類（用途別分類）では、戸建て住宅が全体

の約８割を占めています。また、店舗兼住宅及び長屋住宅・共同住宅を含

めた住宅等が全体の９割以上となっています。 

  なお、地区別の傾向では、中村地区で店舗兼住宅の割合が多くなってお

り、具同地区では長屋住宅・共同住宅の割合が多くなっています。 

※判定不可（37 戸）を除いた 1,823 戸の区分結果 

戸建て住宅

1,426戸

78 .2%

店舗兼住宅

173戸 9.5%

長屋住宅・共同住宅

82戸 4.5%

店舗・事務所

73戸 4.0%

工場・その他

69戸 3.8%

52.8%

87.9%

63.2%

89.4% 85.1%
95.5%

89.2%
98.1% 98.7%

90.5%
97.1%

88.2%

27.9%

1.9%

6.9%

5.7%
2.3%

3.8% 4.1%
1.0%

2.6%
10.3%

15.7%

1.5%
7.1% 6.5%

6.4%

1.1%
2.7%

1.3%
4.8%

1.9% 3.7% 7.8% 9.1% 9.2%
1.1%

4.3% 1.9% 5.4% 1.9% 4.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中村 東山 具同 東中筋 中筋 八束 下田 蕨岡 後川 大川筋 富山 西土佐

戸建て住宅 店舗兼住宅 長屋住宅・共同住宅 店舗・事務所 工場・その他
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ウ 空家等の老朽度・危険度ランク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-12 空家等の老朽度・危険度ランク割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-13 地区（地域）別の空家等老朽度・危険度ランク割合 

ランク 内 容 

Ａ 目立った損傷は認められない。 

Ｂ 危険な損傷は認められない。 

Ｃ 部分的に危険な損傷が認められる。 

Ｄ 
建築物全体に危険な損傷が認めら
れ、放置すれば、倒壊の危険性が高
まると考えられる。 

Ｅ 
建築物全体に危険な損傷が激しく、
倒壊の危険性が考えられる。 

○ 空家等と判定された建物について、老朽度・危険度の判定調査を実施し、

Ａ（良）～Ｅ（悪）の５段階で判定を行った結果、ランク別の空家等割合

は以下のとおりとなりました。 

  ランクＡと判定されたものが全体の71.6%を占め、最も多い結果となり

っています。一方で、老朽度・危険度の高いランクＤ、Ｅと判定されたも

のが109戸存在し、空家等全体の6.0%を占めています。 

  地区別の傾向では、八束地区、後川地区、大川筋地区、富山地区で老朽

度・危険度ランクＤ、Ｅの割合が10%を超えており、倒壊等の危険性の高

い空家の割合が多くなっています。 

表 2-9 老朽度・危険度ランク 

ランクＡ

1,305件

71.6%

ランクＢ

275件

15.1%

ランクＣ, 134件

7.4%

ランクＤ, 66件

3.6%
ランクＥ, 43件

2.4%

※判定不可（37件）を除いた1,823件の判定結果

81.8% 76.6%
82.8%

68.2% 67.8% 63.6% 69.2%
81.1%

67.1%
60.8%

41.9%

63.2%

11.5%
10.3%

10.3%

12.1% 18.4%
13.6%

14.1%

11.3%

18.1%
20.3%

28.6%

21.1%

4.4%
6.5%

5.4%

10.6%
10.3%

10.2%
9.7%

1.…
4.7% 8.1%

14.3%

10.1%

1.7% 5.6% 1.0%
6.1%

2.3%
9.1%

5.9% 3.8%
3.4% 4.1%

5.7%

3.9%
0.6% 0.9% 0.5%

3.0% 1.1%
3.4% 1.1% 1.9%

6.7% 6.8% 9.5%
1.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中村 東山 具同 東中筋 中筋 八束 下田 蕨岡 後川 大川筋 富山 西土佐

ランクＡ ランクＢ ランクＣ ランクＤ ランクＥ
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老朽度・危険度ランクＡ 

 

 

 

 

 

 

老朽度・危険度ランクＢ 

 

 

 

 

 

 

老朽度・危険度ランクＣ 

 

 

 

 

 

 

老朽度・危険度ランクＤ 

 

 

 

 

 

 

老朽度・危険度ランクＥ 

 

 

 

 

 

 

図2-14 老朽度・危険度ランク（現地調査の実例写真） 



 

- 19 - 
 

エ 空家等の耐震性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-15 空家等の耐震度ランク割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-16 地区（地域）別の空家等耐震度ランク割合 

○ 空家等と判定された建物のうち約４割の建築年月が判明しており、この

うち昭和56年６月以降の新耐震基準で建てられたもの（耐震性ランク1）

は約28%（全体の約11%）で、その他（全体の約29%）はそれ以前に建築さ

れたもの（耐震性ランク２）となっています。 

  空家等のうち約６割については建築年月が不明であるため、耐震性につ

いて確認ができていない（耐震性ランク２）状況となっています。 

  地区別の傾向では、具同地区、下田地区、後川地区で耐震性が確認され

た（耐震性ランク１）空家等の割合が15%を超えており、他地区よりも高

くなっています。 

耐震性ランク１（昭和

56年６月以降建築）

202件

11.1%

耐震性ランク２（昭和

56年５月以前建築）

522件

28.6%

耐震性ランク２

（建築年月不明）

1,099件

60.3%

※判定不可（37件）を除いた1,823件の判定結果

9.9% 9.3%
18.1%

7.6% 10.3% 12.5% 15.7%
3.8%

16.8% 10.8% 8.6% 4.4%

36.9% 38.3%

39.7%

13.6%
19.5% 13.6%

24.9%

30.2%
12.1%

13.5%
30.5%

28.1%

53.2% 52.3%
42.2%

78.8%
70.1% 73.9%

59.5%
66.0% 71.1% 75.7%

61.0%
67.5%

0%
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50%
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80%

90%

100%

中村 東山 具同 東中筋 中筋 八束 下田 蕨岡 後川 大川筋 富山 西土佐

耐震性ランク１（昭和56年６月以降建築） 耐震性ランク２（昭和56年５月以前建築）

耐震性ランク２（建築年月不明）
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オ 空家等の利活用度ランク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-17 空家等の利活用度ランク割合 

 

 

図2-18 地区（地域）別の空家等利活用度ランク割合 

9.6% 8.4%
16.7%

7.6% 10.3% 11.4% 14.1%
3.8%

15.4% 10.8% 5.7% 4.4%

72.3%
68.2%

67.2%

60.6% 57.5% 53.4%
56.2% 77.4% 53.0%

50.0%

39.0%

58.8%

11.3%
11.2%

9.3%

12.1% 18.4%
12.5%

13.5%

11.3%

16.8%
20.3%

25.7%

21.1%

4.4%
5.6%

5.9%

10.6%
10.3%

10.2%
9.2%

1.9%
4.7% 8.1%

14.3%

10.1%

2.3%
6.5%

1.0%
9.1%

3.4%
12.5% 7.0% 5.7% 10.1% 10.8% 15.2%

5.7%

0%
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60%

70%

80%

90%

100%

中村 東山 具同 東中筋 中筋 八束 下田 蕨岡 後川 大川筋 富山 西土佐

Ⓐランク Ⓑランク Ⓒランク Ⓓランク Ⓔランク

ランク 内 容 老朽度と耐震性の関係 

Ⓐ 
小規模の改修をするこ
とにより利活用が可能。 

老朽度Ａ＋耐震性１ 

Ⓑ 
一定の改修をすること
により利活用が可能。 

老朽度Ａ＋耐震性２ 
老朽度Ｂ＋耐震性１ 

Ⓒ 
大規模の改修をするこ
とにより利活用が可能。 

老朽度Ｂ＋耐震性２ 
老朽度Ｃ＋耐震性１ 

Ⓓ 
倒壊の危険性があり、利
活用が困難。 

老朽度Ｃ＋耐震性２ 
老朽度Ｄ＋耐震性１ 

Ⓔ 
倒壊の危険性が高く、解
体の必要性が極めて高
い。 

老朽度Ｄ＋耐震性２ 
老朽度Ｅ＋耐震性１ 
老朽度Ｅ＋耐震性２ 

○ 前述の老朽度・危険度ランクと耐震性ランクの関係により、空家等の利

活用度ランクを判定した結果、ランク別の空家等割合は以下のとおりとな

りました。 

  建築年月不明の空家等が約６割を占めるため、Ⓑランクの空き家等件数

が全体の61.9%を占め、最も多い結果となりました。なお、利活用度の最も

高いⒶランクと判定された空き家等件数は188件となり、全体の10.3%を占

めています。 

  地区別の傾向では、市街地部周辺となる中村地区、東山地区、具同地区

で利活用度の高いⒶランク、Ⓑランクの割合が高くなっています。 

Ⓐランク

188件

10.3%

Ⓑランク

1,128件

61.9%

Ⓒランク

266件

14.6%

Ⓓランク

133件

7.3%

Ⓔランク, 108件

5.9%

※判定不可（37件）を除いた1,823件の判定結果

表 2-10 利活用度ランク 
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カ 空家等の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-18 空家等分布図（市域全体） 

 

○ 空家等の分布状況については、中村地区や具同地区、中筋地区、下田地

区の住宅や店舗が集約する地区において、密集した分布が確認できます。

一方、住宅が離散する中山間地域をはじめ、全ての地区において一定数の

分布の広がりが確認できます。 

凡  例 

利活用度Ⓐランク 

利活用度Ⓑランク 

利活用度Ⓒランク 

利活用度Ⓓランク 

利活用度Ⓔランク 

判定不可 
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５ 空家等意向調査の概要 

(１) 調査概要 

空家等実態調査において空家等と判断された家屋に対して、その所有者の空

家等に対する意向・動向等を把握することを目的として、空家等意向調査を実

施しました。 

ア 業務名 

① 平成30年度空対第１号 四万十市空き家等意向調査業務 

② 平成30年度空対第２号 四万十市空き家等意向調査業務 

    （高知県居住支援協議会空き家対策部会） 

イ 調査対象地区 

   中村地区、具同地区、東山地区、下田地区及び後川地区の一部 

ウ 調査期間 

① 平成30年10月20日 ～ 平成31年３月27日 

② 令和元年10月10日 ～ 令和２年３月20日 

エ 調査対象 

   上記地区の空家等所有者（①798(特定470)名、②201(特定98)名） 

 

(２) 調査結果の概要（抜粋） 

ア アンケート回収数（率）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-25 地区別アンケート回収数 

○ 中村地区、具同地区、東山地区、下田地区及び後川地区の空家等を対象

に、所有者が特定できた568件についてアンケート調査を実施しました。

このうち218件のアンケートを回収することができ、回収率は38.4%でし

た。地区別のアンケート回収数は以下のとおりです。 

中村地区

114

具同地区

41

東山地区

23

下田地区

34

後川地区

6

アンケート

回収数

計218
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イ 空家等所有者（アンケート回答者）の居住地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-26 空家等所有者の現在の居住地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-27 空家等所有者の現在の居住地（地区別） 

○ 空家等所有者（アンケート回答者）の現在の居住地は、四万十市内が

62.9%となっており、37.1%の方は市外に居住されています。また、17.3%

の方は高知県外に居住している状況となっています。 

  地区別でみると、中村地区、後川地区の空家等所有者は市内に居住して

いる方が比較的多く、下田地区の空家等所有者は県外に居住している割合

がやや多くなっています。 

有効回答数 n=197 

四万十市内, 124

62.9%

四万十市以外の

高知県内, 39

19.8%

高知県外, 34

17.3%

67 .6%
55 .6% 52 .6%

61 .8% 66 .7%

16 .7%
30 .6% 31 .6% 11 .8%

16 .7%

15 .7% 13 .9% 15 .8%
26 .5%

16 .7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 後川地区

四万十市内 四万十市以外の高知県内 高知県外
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ウ 家屋等を利用しなくなってからの年数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-28 空家等を利用しなくなってからの年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-29 空家等を利用しなくなってからの年数（地区別） 

○ 家屋等を利用しなくなってからの年数では、1年から10年以上まで平均

的に分布しているものの、空家等となってから10年以上が経過している家

屋が約32%あり、老朽化の進行が懸念されます。 

  地区別では、東山地区、下田地区において、空家等となってから10年以

上が経過している家屋の割合が高くなっています。 

有効回答数 n=127 

1年～3年経過

32

25.2%

4年～6年経過

30

23.6%7年～9年経過

20

15.8%

10年以上経過

40

31.5%

不明, 5

3.9%

22 .1% 22 .2% 25 .0%
36 .8% 40 .0%

27 .9% 22 .2%
25 .0% 5 .3%

40 .0%17 .6% 25 .9%

5 .3%

29 .4% 25 .9%

50 .0%
47 .4%

2 .9% 3 .7% 5 .3%
20 .0%

0%
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中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 後川地区

1年～3年経過 4年～6年経過 7年～9年経過 10年以上経過 不明
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エ 家屋等を利用しなくなった理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-30 家屋等を利用しなくなった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-31 家屋等を利用しなくなった理由（地区別） 

○ 家屋等を利用しなくなった理由としては、「住んでいた人が死亡したた

め」が約35%と最も多く、次いで「賃借人が転居したため」が約17%、「住

んでいた人の入院、施設入所等」が約13%となっています。 

  地区別の傾向では、中村地区、後川地区で「賃借人が転居したため」の

割合が比較的高くなっており、具同地区、下田地区では「住んでいた人が

死亡したため」、東山地区では「親や子の世帯と一緒に住むことになった

ため」の割合が高くなっています。 

有効回答数 n=127 

①建物が老朽化したため住み替えた 

②転勤等、遠方に転居することになった 

③親や子の世帯と一緒に住むことになった 

④住んでいた人の入院、施設入所等により 

空き家となった 

⑤住んでいた人が死亡したため空き家と 

なった 

⑥店舗・作業所等として利用していたが、 

仕事を辞めたため、空き家となった 

⑦賃借人が転居したため 

⑧その他 

①

5

3.9%

②

2

1.6%

③

12

9.5%

④

17

13.4%

⑤

44

34.6%

⑥

6

4.7%

⑦

22

17.3%

⑧

19

15.0%

3 .0%
11 .1%
3 .7%

11 .1%7 .5%

44 .4%

15 .8%

13 .4%

22 .2%

11 .1%

5 .3%

23 .9%

44 .4%

11 .1%

68 .4%

40 .0%

7 .5%

5 .3%

25 .4%

7 .4%

5 .3%

40 .0%

19 .4%
11 .1%

22 .2% 20 .0%
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中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 後川地区

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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オ 空家等の管理の頻度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-32 家屋等の管理の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-33 家屋等の管理の頻度（地区別） 

○ 空家等の管理の頻度では、「週に1回」～「2週間に1回」程度で定期的

に管理が行われているものが約26%で、「1年に1回」程度以下が約45%の割

合となっています。 

  地区別の傾向によると、東山地区、後川地区では定期的な管理が行われ

ている一方で、下田地区ではほとんど管理がされていない空家等の割合が

高くなっています。 

有効回答数 n=140 

週に1回以上

19

13.6%

2週間に1回程度

18

12.8%

月に1回程度

40

28.7%

1年1回程度

34

24.2%

ほとんどしていない

29

20.7%

12 .8% 14 .8%
25 .0%

5 .3%

25 .0%
11 .5% 7 .4%

16 .7%

21 .1%

25 .0%32 .1% 33 .3%
8 .3%
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26 .9% 25 .9% 33 .3%
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16 .7% 18 .5% 16 .7%
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中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 後川地区

週に1回以上 2週間に1回程度 月に1回程度 1年1回程度 ほとんどしていない
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カ 空家等の今後の意向

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-33 家屋等の今後の意向 
 

表2-11 家屋等の今後の意向（地区別多数回答） 

地区名 回  答 回答数 

中村地区 

⑧建物を解体して駐車場等として活用したい 22 

④売却したい、売却してもよい 21 

③賃貸したい、賃貸してもよい 20 

具同地区 

④売却したい、売却してもよい 9 

③賃貸したい、賃貸してもよい 6 

①数年以内に自分または家族等が住む予定 5 

東山地区 

②時々滞在するために維持・管理していきたい 7 

①数年以内に自分または家族等が住む予定 4 

③賃貸したい、賃貸してもよい 3 

下田地区 

④売却したい、売却してもよい 9 

②時々滞在するために維持・管理していきたい 2 

③賃貸したい、賃貸してもよい 2 

後川地区 

③賃貸したい、賃貸してもよい 2 

②時々滞在するために維持・管理していきたい 1 

④売却したい、売却してもよい 1 

○ 空家等の今後の意向については、「売却」や「賃貸」したいとの意向が

高く、次いで「時々滞在するために維持・管理」していきたいとの意向が

高くなっており、建物を残したいという意向が見受けられます。 

  地区別の傾向では、中村地区で「建物を解体」したいという意向が最も

多くなっており、他地区における傾向と大きな違いが見られました。 

19

31

33

40

8

13

11

27

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

①数年以内に自分または家族等が住む予定である 

②セカンドハウス等として、時々滞在するために維持・管理していきたい 

③賃貸したい、または賃貸してもよいと思っている 

④売却したい、または売却してもよいと思っている 

⑤災害時の仮設住宅としてなら賃貸してもよい 

⑥行政（四万十市）に管理や活用方法をお願いしたい 

⑦地域のために有効活用してもらいたい 

⑧建物を解体して、駐車場や資材置き場などとして活用したい 

⑨その他 

※複数回答…回答者数 134 人 

有効回答数 n=224 
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キ 空家等の今後の活用について困っていること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図2-34 今後の活用について困っていること 

表2-12 今後の活用について困っていること（地区別多数回答） 

地区名 回  答 回答数 

中村地区 

①解体したいが、解体費用の支出が困難 22 

⑦リフォームしないと利用できない 16 

⑪特にない 16 

具同地区 

⑦リフォームしないと利用できない 8 

⑪特にない 8 

⑧荷物の管理や処分に困っている 6 

東山地区 

⑪特にない 6 

⑦リフォームしないと利用できない 4 

⑩今後どうすればよいか分からず困っている 2 

下田地区 

⑧荷物の管理や処分に困っている 5 

⑦リフォームしないと利用できない 4 

⑪特にない 4 

後川地区 

④知らない人に賃貸・売却することが不安 2 

⑨自分だけでは判断できないと思っている 2 

③賃貸・売却したいが相手が見つからない 1 

○ 空家等の今後の活用について、困っていることは「特にない」という意

見が多いほか、「リフォームしないと利用できない」、「解体したいが、

解体費用の支出が困難」で困っているとの意見も多数見受けられます。 

  地区別では、中村地区で「解体したいが、解体費用の支出が困難」とい

う方が最も多くなっており、建物の除却意向の高さがうかがえます。 

30

19

14

11

10

6

32

18

14

20

35

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40

①解体したいが、解体費用の支出が困難で解体できない 

②解体して更地になることで、固定資産税が上がるので解体したくない 

③賃貸・売却したいが、相手が見つからない 

④知らない人に賃貸・売却することに不安がある 

⑤愛着があるため、他人に貸したり売ったりしたくない 

⑥相続問題等で、権利者間で意見が一致していない 

⑦リフォームしないと利用できない状態である 

⑧荷物（仏壇等）の管理や処分に困っている 

⑨先祖代々からの建物なので、自分だけでは判断できないと思っている 

⑩今後どうすればよいか分からず、困っている 

⑪特にない 

⑫その他 

※複数回答…回答者数 132 人 

有効回答数 n=230 
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６ 子育て世帯への空家等ニーズ調査の概要 

(１) 調査概要 

中村、具同、東山、下田地区の保育所を利用している子育て世帯を対象に、

空家等の利活用への関心を把握するため、アンケート調査を実施しました。 

ア 調査対象 

   中村地区、具同地区、東山地区及び下田地区内の保育所に通う幼児の保

護者（世帯） 

イ 調査期間 

   令和元年12月 ～ 令和２年１月 

 

(２) 調査結果 

ア アンケート回収数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-35 アンケート回答世帯の居住地区別件数 

 

 

○ 対象世帯（保護者）へのアンケート調査を実施した結果、254世帯から

アンケート票を回収することができました。 

アンケート回答世帯の居住地区別件数は以下のとおりです。 

中村地区

63

具同地区

86

東山地区

75

下田地区

18

後川地区, 5
東中筋地区, 3

中筋地区, 1 蕨岡地区, 1

不明, 2

アンケート 

回収数 

254 世帯 
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イ 現在の住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-36 アンケート回答世帯の現在の住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-37 アンケート回答世帯の現在の住まい（居住地区別） 

； 

○ アンケートに回答いただいた254世帯の現在の住まいの状況は、約53%の

世帯が持家（もしくは親族の家等）の戸建住宅、約16%の世帯が賃貸の戸

建住宅、約30%の世帯が賃貸の集合住宅となっています。 

居住地区別の傾向では、中村地区、具同地区で賃貸（集合住宅）の割合

が多くなっており、戸建（持家等）の割合が少なくなっています。 

戸建（持家・親

族の家）, 135

53 .2%

賃貸（戸建）

40 , 15.7%

賃貸（集合住宅）

77 , 30.3%

不明

2, 0 .8%

36 .5%
48 .8%

61 .3%

83 .3%
75 .0%

20 .6%

15 .1%

13 .3%

16 .7%

8 .3%42 .9%
36 .0%

25 .3%
16 .7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 その他地区

戸建（持家・親族の家） 賃貸（戸建） 賃貸（集合住宅） 不明
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ウ 現在の住まいでお困りのこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-38 現在の住まいでお困りのこと 

 

表2-12 現在の住まいでお困りのこと（住まい形態別多数回答） 

現在の住まい 回  答 回答数 

戸建 

（持家・親族の家） 

結露が発生する 32 

間取りが良くない、収納が少ない 29 

耐震性・防災性に不安がある 29 

賃貸（戸建） 

家が老朽化している 21 

耐震性・防災性に不安がある 21 

結露が発生する 19 

賃貸（集合住宅） 

結露が発生する 50 

騒音や振動が気になる 36 

庭がない・狭い 30 

 

 

○ 現在の住まいで困っていることとして、「結露が発生する」が最も多く、

次いで「耐震性・防災性に不安がある」「家が老朽化している」「間取りが

良くない」が多くなっています。 

現在の住まいの形態別で回答をみると、戸建（持家等）にお住まいの世

帯では「間取りが良くない」の回答数が比較的多く、賃貸（戸建）では「家

が老朽化している」、賃貸（集合住宅）では「騒音や振動が気になる」「庭

がない・狭い」との回答が他より多くなっています。 

67

40

57

65

36

79

45

44

102

54

50

22

13

50

28

0 20 40 60 80 100 120

家が老朽化している

日当たりや風通しが良くない

家が狭い

間取りが良くない、収納が少ない

水廻りの設備が不十分

耐震性・防災性に不安がある

防犯性に不安がある

バリアフリー化されていない

結露が発生する

騒音や振動が気になる

庭がない・狭い

駐車場がない・少ない

維持管理するのが難しい

家賃やローンが高い

その他
※複数回答…有効回答数 n=752 
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エ 子どもを育てやすい住宅とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図2-39 子どもを育てやすい住宅として望ましいこと 

 

オ 空き家になった建物が増加していることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-40 空き家になった建物が増加していることについて 

○ 子どもを育てやすい住宅として望ましいこととして、「災害時にも安心

していられること」、「防犯対策に配慮されていること」、「外で元気に遊べ

るスペースがあること」への回答が多くなっています。 

○ 空き家になった建物が増加していることに対しては、「賃貸や売物件と

して活用してほしい」との意見が約63%を占めており、次いで「更地にし

て土地活用してほしい」（約22%）が多くなっています。 

232

194

80

103

125

149

182

4

0 50 100 150 200 250

災害時にも安心していられること

防犯対策に配慮されていること

バリアフリー化など事故防止に配慮されていること

遮音性に優れていること

断熱性や空気環境など室内の環境に配慮されていること

子育てに十分な部屋の広さを備えていること

外で元気に遊べるスペース（庭など）があること

その他

※複数回答…有効回答数 n=1,069 

160

63 .3%

56

22 .1%

21

8 .3%

11 , 4 .3% 5 ,  2 .0%

使わないのであれば賃貸や売物件として

活用してほしい

取り壊して更地にして土地活用してほしい

飲食店や服装店などに利活用して地域の

利便性を良くしてほしい

所有者の方が困っていないのであればそ

のままでも良いと思う

その他

有効回答数 n=253 
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カ 空き家の利活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-41 空き家の利活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-42 空き家の利活用について（現在の住まい形態別・居住地区別） 

○ 空き家の利活用については、「検討したことがない」世帯が全体の50%以

上あるものの、「利活用したい」「条件が合えば利活用したい」との前向き

な世帯も約46%あり、「できればしたくない」との回答は約3%のみとなって

います。 

  現在の住まいの形態別では、戸建（持家等）の世帯では「検討したこと

がない」の割合が大きくなっており、賃貸（戸建・集合住宅）の世帯では

利活用に前向きな回答の割合が大きくなっています。 

  また、現在の居住地区別では、中村地区、下田地区で利活用に前向きな

回答の割合が大きくなっており、具同地区、東山地区では「検討したこと

がない」「できればしたくない」の割合が比較的大きくなっています。 

25

10 .0%

90

36 .2%

8 ,  3 .2%

126

50 .6%

利活用したい

条件が合えば利活用したい

できればしたくない

検討したことがない

6.1%
20 .0%

10 .7%

25 .0%

47 .5%
49 .3%4 .5%

2 .7%
64 .4%

32 .5% 37 .3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

戸建（持家） 賃貸（戸建） 賃貸（集合住宅）

利活用したい 条件が合えば利活用したい

できればしたくない 検討したことがない

14.5% 9 .4% 4 .1%
17 .6% 16 .7%

45 .2%

30 .6% 37 .0%

41 .2%

16 .7%

1 .6%

3 .5% 5 .5%

38 .7%
56 .5% 53 .4%

41 .2%

66 .7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 その他地区

利活用したい 条件が合えば利活用したい

できればしたくない 検討したことがない

有効回答数 n=249 
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キ 空き家を利活用する場合に住みたいエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-43 空き家の利活用する場合に住みたいエリア 

 

 

表2-13 空き家の利活用する場合に住みたいエリア（居住地区別） 

 住みたいエリア 

中村エリア 具同エリア 東山エリア その他エリア 

現
在
の
居
住
地
区 

中村地区 52 5 2 3 

具同地区 14 63 3 3 

東山地区 22 6 41 4 

下田地区 8 3 1 6 

その他地区 8 2 0 1 

計 104 79 47 17 

 

 

○ 空き家を利活用する場合に住みたいエリアとしては、「中村エリア」が

約42%と最も多く、次いで「具同エリア」の32%、「東山エリア」の19%とな

っています。 

  現在の居住地区別の回答をみると、中村地区、具同地区及び東山地区で

は、現在の居住地区と同じエリアへ住みたいという意見が最も多くなって

います。また、中村地区以外からは中村エリアへ住みたいという回答も多

くなっています。 

中村エリア

104

42 .1%

具同エリア

79

32 .0%

東山エリア

47

19 .0%

その他

17, 6 .9%

有効回答数 n=247 
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ク 空き家リフォーム住宅への抵抗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-44 空き家リフォーム住宅への抵抗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-45 空き家リフォーム住宅への抵抗（現在の住まい形態別・居住地区別） 

○ 空き家をリフォームした住宅に対しては、「少し抵抗はあるけど検討で

きる」世帯が約41%、「全く抵抗はない」世帯が約31%あり、全体の７割以

上が大きな抵抗はなく検討が可能と回答しています。 

  現在の住まいの形態別では、戸建（持家等）の世帯では「検討したこと

がない」の割合がやや大きくなっており、賃貸（戸建・集合住宅）の世帯

では検討に対し前向きな回答の割合が大きくなっています。 

  また、現在の居住地区別では、中村地区、下田地区で検討に前向きな回

答の割合が大きくなっており、具同地区、東山地区では「検討したことが

ない」、「できれば検討したくない」の割合が比較的大きくなっています。 

77

30 .9%

103

41 .4%

16 , 6 .4%

53

21 .3% 全く抵抗はない

少し抵抗はあるけど検討できる

できれば検討したくない

検討したことがない

有効回答数 n=249 

28 .8%
41 .0%

28 .9%

34 .8%

41 .0%
53 .9%

8 .3%

5 .1% 3 .9%28 .0%
12 .8% 13 .2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

戸建（持家） 賃貸（戸建） 賃貸（集合住宅）

42 .6%
29 .8% 23 .0% 22 .2%

41 .7%

39 .3%

39 .3% 45 .9%
61 .1%

8 .3%

8 .2%

9 .5% 2 .7%

5 .6%

9 .8%
21 .4% 28 .4%

11 .1%

50 .0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中村地区 具同地区 東山地区 下田地区 その他地区

全く抵抗はない 少し抵抗はあるけど検討できる

できれば検討したくない 検討したことがない
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ケ 空き家のリフォームに関する不安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-46 空き家のリフォームに関する不安 

 

 

コ 空き家を利活用するための市の支援 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-47 空き家を利活用するために市に求める支援 

○ 空き家のリフォームに関する不安としては、「建物の品質や安全性に不

安がある」が最も多く、「どこまで改善できるか分からない」、「リフォー

ムにかかる費用」への不安も多くなっています。 

○ 空き家を利活用するために市に求める支援としては、「空き家の情報提

供」への要望が最も多く、「空き家をリフォームするための費用補助」、「空

き家・土地購入後に建物を解体して新築する場合の解体費用補助」への要

望も多くなっています。 

102

117

91

128

89

18

0 20 40 60 80 100 120 140

リフォームにかかる費用に関すること

どこまで改善（綺麗・快適に）できるか効果がよく分からない

よい業者さんの選び方が分からない 情報が少ない

リフォームされた建物の品質や安全性に不安がある

建物の保証内容やその期間が分からない

その他

146

60

137

132

86

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

市から空き家の情報を提供してほしい

市が不動産業者等への仲介になってほしい

空き家を購入し その建物をリフォームするための

費用を補助してほしい

空き家付きの土地を購入後、建物を解体し新築する場合の

解体費用を補助してほしい

空き家付きの土地を購入後、建物を解体し新築する場合の

新築費用の一部を補助してほしい

その他

※複数回答…有効回答数 n=545 

※複数回答…有効回答数 n=566 
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７ 調査結果の傾向と本市における課題 

これまで実施した調査結果をもとに、本市における傾向と課題について以下
のとおり整理します。 
人口・世帯の推移 

傾 向 

〇人口減少・少子高齢化が続いており、今後も継続する見通し。 

〇世帯数は増加～横ばい傾向であり、世帯あたり人員数は減少傾向。 

〇高齢単独、高齢夫婦のみの世帯が増加しており、全世帯の28%を占め

る。 

課 題 

◆人口減少、高齢化の進展及び高齢者のみの世帯増加は、今後の新た

な空家等の発生要因になりうるため、所有者等に対し、積極的な啓

発活動や情報提供などにより、管理の責任と重要性を認識してもら

うことで、危険な空家等の発生を抑制する取組みが必要。 

◆人口減少及び少子高齢化の進行は地域の活力低下につながるため、

空家等の利活用による移住、定住、住替え促進など、人口減少対策

や人口密度を維持する取組みが必要。 

 

空家等実態調査の結果 

傾 向 

〇実態調査による本市の空家など総数は1,860戸で、市域全体に分布。 

〇状態の良い老朽度ランクＡが72%、危険性の高いランクＤ～Ｅが6%。 

〇耐震性が不明の空家が多く、利活用度はⒷランクが最多で62%。 

課 題 

◆建築時期と耐震性の有無が不明の空家等が多いため、その把握に努

めるとともに、耐震化のための支援を行うなど、利活用を促す取組

みが必要。 

◆利活用度の高い（Ⓐランク）空家等については、所有者等の意向確

認などを行い、その意向に応じた支援や情報提供及び提案を行うな

ど、利活用の実現に向けた取組みが必要。 

◆利活用のためには改修が必要となる（Ⓑ～ⓒランク）空家等につい

ては、所有者等の意向や修繕内容の把握、情報提供などを行うとと

もに、継続的に適切な維持管理を促していくことが必要。 

◆利活用度の低い（Ⓓ～Ⓔランク）空家等については、倒壊などの危

険性も高いため、所有者等に速やかに修繕や除却などの必要な措置

をとるよう助言や指導、情報提供を行うことが必要。 

 

空家等意向調査の結果 

傾 向 

〇意向調査のアンケート回収率は38.4%。 

〇空家等所有者の63%が市内に居住、37%が市外（17%が県外）に居住。 

〇空家等になって10年以上経過しているものが全体の32%。 

〇全体の45%が１年に１回以下しか管理されていない。 

〇全体的に売却や賃貸の意向が高いが、中村地区では解体意向が高い。 
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課 題 

◆意向調査の回収率は27.3%であり、市域の空家等所有者の把握、また、

意向確認ができたわけではないので、引き続きの調査が必要。 

◆空家等所有者の37%が市外に居住しており、適切な維持管理がなされ

ていない空家等が多いため、空家等の適切な管理や状態について、

情報発信の工夫が必要。 

◆地区によって今後の意向に違いがあるため、地域性を考慮した利活

用や除却の提案などを行っていくことが必要。 

◆空家等所有者が、個別の意向に沿った相談がしやすいように、庁内

に総合的な相談窓口を設けることが必要。 

 

子育て世帯への空き家などニーズ調査の結果 

傾 向 

〇アンケート回答世帯の46％が賃貸物件に居住。 

〇空家等の利活用についてはあまり抵抗がないとの回答が多い。 

〇現在賃貸物件に居住している世帯ほど空き家の利活用意向は高い。 

〇空家等を利活用する場合に、現在と同じエリアへの居住希望が多い。 

〇空家等の利活用に向けて、情報提供と費用補助の要望が多い。 

課 題 

◆空家等を利活用することについて、全体的に前向きな回答が多かっ

たため、各世帯で具体的な検討が可能となるよう継続的な情報発信

に取り組むことが必要。 

◆リフォーム費用の課題もあるため、子育て世帯などを限定した支援

について検討が必要。 
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１ 基本方針 

 空家等は所有者等の財産であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう

適切な管理を行う必要があります。（法第３条関係） 

 本市では、所有者等による適切な管理を促進するため所有者等の調査や管理

に関する啓発はもとより、情報提供や必要な支援に努めていきます。 

 今後の空家対策において、空家等の状態や周辺への影響の大きさに応じた取

り組みを一層進めるため、以下の４つの方針を設定します。 

 

(１) 安全で安心なまちづくり 

南海トラフ地震に対し、住宅の耐震化、避難場所・避難路の整備、また発災

後における避難生活の準備など、災害への備えを進めています。 

なお、老朽化が進み発災時に倒壊する恐れのある空家等の除却や再生・活用

に資する耐震化などを支援するとともに、情報提供や啓発活動に努めます。 

 

(２) 自然の恵みを活かした快適な住まいづくり 

住環境の悪化や四万十川をはじめとする美しい景観を阻害しないよう、空家

等の老朽化をできるだけ事前に食い止め、快適な住まいづくりを目指します。 

 

(３) 活き活きと支え合うコミュニティづくり 

民間活力による高齢者向けの住宅再生など、生活サービスの向上を図るとと

もに、世代間の交流ができる住環境づくりに取り組みます。 

また、空家等となっている公共建築物の有効活用を進めます。 

 

(４) ストックを活かした住まいづくり 

NPO法人と連携を図りながら、空家等の情報提供や相談体制の充実など、移住

支援に対する理解を高めるとともに「おためし住宅」などを通じ移住者の住宅

確保に努めます。 

また、空家等の所有者による賃貸や売却などの意向を踏まえ、所有者と民間

事業者との楔となるよう官民連携の強化に努めるなど、効率の良い住宅供給を

目指します。 

 

 

第３章 空家等対策に係る基本的な方針 
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２ 基本的事項 

(１) 対象地区 

空家等実態調査の結果からもわかるように、全ての地区において一定数の空

家等の分布が確認できたため、本計画の対象地区は、市内全域とします。 

なお、今後、空家数が著しく増加する地区がある場合は、状況に応じて重点

的に取り組む地区を設定します。 
 

 
 

(２) 対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定する「空家等」

（法第２条第２項に規定する「特定空家等」を含む）と、地方公共団体が所

有又は管理する空家等とします。 
 

空家等対策の推進に関する特別措置法 第２条第１項 

この法律において「空家等」とは、建築物※1 又はこれに附属する工作物※2 であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態である※3 もの及びその敷地（立木

その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。 

  ※1：「建築物」とは建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2条第 1号の「建築物」と
同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（こ
れに類するものを含む）、また、これに付随する門又は塀等をいう。 

 
  ※2：「これに附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に付随する工

作物が該当し、給湯設備や屋上水槽、屋外階段、バルコニー等もこれにあたる。 
 
  ※3：「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とは建築物等が長期間に

わたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用
実績がないことは 1つの基準となると考えられる。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 第２条第２項 

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。 

３ 計画期間 

本計画の期間は、計画改定年度から５年後まで延長して、令和６年度とし

ます。 

なお、本計画は継続して適正な進行管理を行うとともに、各種施策の実施

による効果や社会状況の変化等により、必要に応じて見直しを図るものとし

ます。 

 
  

対象地区：市内全域 

計画期間：平成２８年度 ～ 令和６年度 
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４ 空家等の調査 

(１) 空家等の実態調査の実施 

市内における空家数及び分布状況を把握するため、空家等の実態調査を実施

します。また、調査結果については、空家等データベースを作成し管理します。 

ア 対象区域 市内全域 

イ 調査内容及び方法等 

住宅地図、土地データ（地籍・地番図）、水道料金データ、都市計画基

礎調査のデータの利用と自治会長ヒアリングにより得られた情報をもと

に、市内の空家等候補を抽出し、外観目視による現地調査から老朽度・危

険度を判定 
 

(２) 空家等の所有者等調査及び意向調査の実施 

空家等実態調査の結果をもとに、固定資産課税台帳、登記事項要約書等から

所有者等を調査・特定し意向調査（アンケート）を実施します。 
 

(３) その他の調査 

空家等に関する施策の進捗とともに新たに調査が必要と思われる事項が発

生した場合は、その都度必要な調査を行うものとします。 
 

５ 所有者等による空家等の適切な管理の促進 

(１) 所有者等の責務 

空家等は、所有者の財産であることから、憲法で規定する財産権や民法で規

定する所有権に基づき、原則、所有者等の責任において自主的に管理しなけれ

ばなりません。 

また、空家等対策の推進に関する特別措置法では、「空家等の所有者等は、

周辺の生活環境悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと

する。」と規定されています。 

 

(２) 所有者等への情報提供等 

適切な管理がなされていない空家等の所有者等のなかには、現状を把握でき

ていない場合が多くみられます。このため、所有者等に対しては現状の空家等

の状態について情報提供するなど適切な管理を促します。 

また、空家等に関する問題を認識し、管理の重要性や責任を理解していただ

くため、パンフレットの配布など啓発活動に努めます。 

また、所有者等が不明な場合は、市において相続人や管理義務者等を調査・

特定し、的確な助言等を行うことで、空家等の適切な管理につなげていきます。 
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(３) 空家等の活用について 

空家等の管理については、そのまま適正に管理するのとは別に、ニーズに合

わせてリフォームすることで再生し、現役の施設として適正な管理を確保する

方法もあります。 

老朽化が進んでいない住宅については、不動産事業者等に依頼し、賃貸住宅

としての活用や、住宅所有者が移住希望者などに売却又は賃貸することも可能

です。このとき注意を要することとして、建物の耐震性の確保の問題がありま

す。昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅については耐震性が

低い可能性があり、耐震改修をするなどにより安全性を確保した上で売却又は

賃貸する必要があります。 

また、南海トラフ地震などの大規模災害時には、被災により住宅を失った方

への応急期の住宅として提供することが考えられます。南海トラフ地震の被害

想定による試算では、応急仮設住宅の建設用地が不足することが見込まれてお

り、使える空家等はみなし仮設住宅として借り上げるなど、できるだけ活用す

る必要があります。 

このため、基本方針の安全で安心なまちづくりに掲げているように、南海ト

ラフ地震への対策として、災害発生後、活用が可能な空家等については被災者

の救済のためにご提供いただくようお願いします。 

 

６ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進 

空家等及び除却した空家等に係る跡地は、所有者の財産であるとともに地域

の活性化につながる有効な資産です。 

空家等対策を通じ、地域の活性化と都市機能の向上を目的に、所有者等に対

し有効活用や市場流通を促すため、市として所有者等と民間事業者との楔とな

るよう官民連携の強化に努め、空家等の利活用及び跡地利用を促進します。 

空家等となっている公共建築物は、地域コミュニティの向上や関係人口の創

出など地域活性化のための施設として活用を図り、また、生涯学習による集い

の場や新たな教育施設等として活用を促進します。 
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７ 特定空家等に対する措置 

(１) 基本的方針 

特定空家等に判定し勧告を受ければ固定資産税の優遇が無くなるなど、所有

者等に対し制限も課せられるため、スピード感を持ちつつも慎重な対応が必要

となります。 

このため、本市では倒壊の危険性のある空家等について、市民等からの相談

を受けた場合、特定空家等に判定する前の対応を特に重視し、可能な限り「特

定空家等をつくらない※」考えのもとで取り組みを進めていきます。 

そのなかで、空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言や情報提供を行

い、速やかな対応とともに円満な解決に努めます。 

なお、この取り組みにより改善がみられない場合、また、所有者等が不明の

場合には、「特定空家等に対する措置手順フロー」に従い特定空家等の措置を

講じるととものとします。 

 

※可能な限り特定空家等をつくらない対応 

本市では空家等が特定空家等の状態にならないよう、所有者等に対し市民意

向調査などを利用し、普段から適切に管理する責任と、その重要性について啓

発します。一方で、市民等からの相談があった場合には以下の対応を講じます。 

① 現地調査（法第９条） 

速やかに現地に出向き、外観目視により調査する。 

② 所有者等調査（法第10条） 

固定資産税の課税情報などを利用する。 

③ 助言、情報提供（法第12条） 

文書等により所有者等に必要な措置を講じるよう助言するととも

に、活用や売却に関するアドバイス、特定空家になった場合の固定

資産税の住宅用地特例の解除などについて情報提供する。また、今

後の対応について市に連絡するよう依頼。 

④ 現地立入検査（法第９条） 

   連絡がない、または対応しない所有者等には、助言後２カ月程度

を目途に現地立入調査を実施し、対応状況について確認するととも

に、特定空家等の措置を講じる可能性を伝える。 

なお、現地立入検査から助言後２カ月程度を目途に改善がみられ

ない、または、改善する意思がない場合は「特定空家等に対する措

置手順フロー」に従い特定空家等の判定を審議する。 
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(２) 特定空家等に関する判定の手続 

特定空家等の判定については、法に基づく慎重な手続を期すため、市の関係

各課の長で組織する「四万十市空家等対策委員会」（以下「委員会」といいま

す。）を設置し、判定の措置に向けた手続を行います。 

 

(３) 特定空家等の判断基準について 

特定空家等の判定基準については、国土交通省の「特定空家等に対する措置」

に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）をもとに、専門

家の団体で構成されている「高知県居住支援協議会 空き家対策部会（以下「部

会」といいます。）」へ意見照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められた

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 緊急応急措置 

空家等が危険となることが切迫し、かつ、当該空家等の所有者等が判明しな

いときは、危険な状態となることを防止するため、市において法に基づいた必

要な措置を講ずるものとします。 

 

(５) 特定空家等に対する措置の流れ 

本市の特定空家等に対する措置の流れは、次のフローのとおりです。 

■著しく景観を損なっている状態 

・屋根、外壁等が外見上大きく傷んだり

汚れたままで放置されている 

・立木等が建築物の前面を覆う程度まで

繁茂している 

■著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・建築物が著しく傾いている 

・基礎や土台に大きな変形や破損がある 

・屋根や外壁などが脱落や飛散等するおそれがある 

・擁壁が老朽化し危険となるおそれがある 

■著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・ごみの放置や不法投棄による臭気の発生や多数の

ねずみ、はえ、蚊等が発生している 

■その他放置することが不適切である状態 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し通行

を妨げている 

・住みついた動物等が原因で地域住民の日常

生活に支障を及ぼしている 

図 3-1 ガイドラインによる特定空家等の判断の参考となる基準例 
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特定空家等に対する措置手順フロー 

  
※可能な限り特定空家等をつくらない対応

１　現地及び所有者等の調査【第9条～第10条関係】

■現地調査 ■所有者等の調査

（1）現地調査による空家等の状態の把握 （1）所有者等の特定

（2）立ち入り調査の実施 ※現地調査と所有者等の調査の順序

（3）対応方策の検討 は事案に応じて判断

※所有者等が確知できた場合

（1）文書等により所有者等に必要な措置を講じるよう助言 ※所有者等を確知する

（2）利活用や売却に関するアドバイス ことができない場合

（3）特定空家等になった場合の固定資産税の住宅用地特例

　　の解除等について情報提供

（4）対応状況について市に連絡をするよう依頼

※改善がされない、また、

改善する意思がない場合

３　助言又は指導【第14条第1項関係】 ２　所有者等の事情の把握

（1）助言又は指導の実施 （1）所有者等の事情の把握

（2）助言又は指導の実施後の対応 （2）所有者等の事情に応じた解決策の検討

４　勧告【第14条第2項関係】

（1）勧告の実施

（2）関係部局（税務・その他）への情報提供

（3）勧告に従い措置が実施された場合の対応

（4）勧告に従わなかった場合の対応

（5）所有者等が変わった場合の対応

５　意見所等の提出の機会【第14条第4項～第8項関係】

（1）措置を命じようとする者への事前の通知

（2）公開による所有者等からの意見の聴取

６　命令【第14条第3項関係】

（1）命令の実施

（2）標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示

（3）命令に従い措置が実施された場合の対応

（4）過料の手続き

７　行政代執行【第14条第9項関係】

（1）実体的要件の明確化

（2）文書による戒告 ８　略式代執行【第14条第10項関係】

（3）代執行令書による通知 （1）略式代執行を行うことができる要件の確認

（4）執行責任者証の形態及び提示 （2）事前の公告

（5）代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取り扱い （3）略式代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取り扱い

（6）費用の徴収 （4）費用の徴収

特定空家等の判断の妥当性を審議

四万十市空家等対策委員会

特定空家等に該当するか否かの判定等を審議

高知県居住支援協議会
空き家対策部会

事実の発生（市民相談、実態調査等）

２　所有者等への助言、情報提供【第12条関係】

過失なく措置を命ぜ

られるべき者を確知

することができない　

場合　　　　　　　　　　

通知できた所有者等に措置を

講ずる権原がない　　　　　　　

※意見照会

※妥当性の有無

※妥当性が認められた場合

※妥当性が

認められな

かった場合

特定空家等と判定（市長が決定）

※所有者等を確知することができない場合

図 3-2 特定空家等に対する措置手順フロー 
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(６) 関係法令等による対応検討 

空家等対策の推進に関する特別措置法だけでは対応が困難な場合や、緊急性

が高い場合については、関係各課と協力し、関係法令等による対応の可能性に

ついて検討します。 

表 3-1 関係法令による対応例 

建築基準法 

（第９条、 

 第 10 条） 

第９条（違反建築物に対する措置） 
 違反建築物又は建築物の敷地について、除却、移転、改築、使用禁止、使用
制限等、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 

（第９条第１項） 
第 10 条（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令） 
 劇場、映画館等の特殊建築物や、一定規模以上の事務所等について、劣化が
進み、放置すれば著しく保安上危険又は著しく衛生上有害となるおそれがある
と認める場合においては、当該建築物の除却、移転、改築、使用中止、使用制
限等、保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 

（第 10 条第１項） 
前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな

かった場合、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 
（第 10 条第２項） 

 建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険又は著しく衛生上有害
であると認める場合においては、除却、移転、改築、使用禁止、使用制限等、
保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 

（第 10 条第３項） 
 必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履
行しないときは、行政により代執行できる。 

（第９条第 12 項、第 10 条第４項） 

消防法 

（第３条） 

第３条 
火災の予防若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物

件の所有者等に対して、整理、除去等の必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。                     （第３条第１項） 
 必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履
行しないときは、行政により代執行できる。       （第３条第４項） 

道路法 

（第 44 条） 

第 44 条（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） 
 沿道区域内にある土地、工作物等が、交通に危険を及ぼすおそれがあると認
められる場合は、危険を防止するため必要な措置をとることを命ずることがで
きる。                        （第 44 条第４項） 

災害対策基本法 

（第 64 条） 

第 64 条（応急公用負担等） 
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を

実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又
は物件で応急措置の実施の支障となるものの除去その他必要な措置をとるこ
とができる。                     （第 64 条第２項） 

廃棄物処理法 

（第 19 条の４、 

 第 19 条の７） 

第 19 条の４（措置命令） 
一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われ

た場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認
められるときは、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべ
きことを命ずることができる。           （第 19 条の４第１項） 
第 19 条の７（生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 
上項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずる

おそれがあり、かつ、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、
行政により代執行できる。             （第 19 条の７第１項） 
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８ 空家等の相談対応 

(１) 空家相談 

本市における空家等の除却、活用等の相談については、その性質に応じ、ま

ちづくり課をはじめ関係各課で対応しますが、相談窓口の一本化などの体制づ

くりについて検討します。 

 

９ 空家等対策の実施体制 

(１) 組織体制 

ア 主管部局 

空家等に関する対策に係る事務の主管部局は、まちづくり課ですが、

性質に応じ関係各課で対応します。 

なお、相談窓口の一本化などの体制づくりを検討します。 

イ 庁内組織 

「四万十市空家等対策委員会」を設置します。 

ウ 専門家の団体との連携 

特定空家等の判断や、相談対応、活用に関する技術的助言などについ

ては、高知県居住支援協議会空き家対策部会と連携して対応します。 

 

10 空家等対策の連携 

(１) 基本的な考え方 

空家等の相談は、まずは市で対応したうえで、相談内容に応じ関係団体と連

携しながら対応をしていきます。 

 

(２) 関係団体との連携 

ア 専門家団体及び事業者との連携 

不動産事業者をはじめ、専門家及び事業者により組織されている高知

県居住支援協議会空き家対策部会と連携し、専門性の高い問題の対応や

具体的な対策の実施につなげます。 

また、移住者への空家等の供給に関しては、NPO法人 四万十市への移

住を支援する会との連携を図ります。 

イ 警察との連携 

空家等が犯罪の温床となり、犯罪を誘発する危険性があることから、

必要に応じて、警察と空家等に関する情報を共有するなど、相互に協力

するものとします。 
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ウ 消防との連携 

適切な管理が行われていない空家等への放火や事故を防ぐため、必要

に応じて、消防と空家等に関する情報を共有するなど、相互に協力する

ものとします。 

エ 自治会との連携 

危険な状態となっている空家等に関する情報や近年の利用状況等を自

治会から提供を受けることにより、迅速な対応を図るものとします。 

オ その他関係団体との連携 

アからエまでのほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士及

び金融・経済団体等の関係団体への支援を期待するとともに、相互に連

携を図りながら、空家等の課題に取り組む必要があります。 
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１ 課題解決のための基本的施策 

本市では空家等の課題に対し、以下の施策を進めていきます。 

(１) 空家等の適切な管理を促すためのパンフレット配布やホームページ等で 

の啓発、説明会・相談会等の実施 

(２) 耐震診断や耐震化に向けた支援 

(３) 大規模災害時のみなし仮設住宅とするための準備・ルールづくり 

(４) 意向調査を通じた内観調査とリフォーム・除却の提案 

(５) おためし住宅などを通じた移住者の住宅の確保 

(６) 移住・定住・住替えを対象とした全国版空き家・空き地バンクへの登録 

(７) 所有者等と民間事業者との楔となる官民連携の組織づくり 

 

２ 空家等に関する補助制度等 

(１) 老朽空家等対策事業（問い合わせ先：地震防災課） 

昭和56年５月31日以前に建築され、倒壊することによって近接した道路や住

宅の使用に支障が出る住宅等（同一敷地内の住宅等にのみ影響がある場合は除

く）の解体工事に係る費用の一部を補助します。 

補助の内容： 補助限度額100万円、補助率8/10 

 

(２) 移住支援住宅整備事業（問い合わせ先：企画広報課） 

空家を移住希望者へ提供するため、住宅の所有者に対して必要となる改修

費用に補助します。 

補助の内容：（耐震性必須※）補助限度額182万4千円、補助率10/10 

※耐震性がない場合は本事業に併せて実施する必要がある 

 

(３) 移住支援住宅小規模改修事業（問い合わせ先：企画広報課） 

空家を移住希望者へ提供するため、住宅の所有者等に対して必要となる改

修費用に補助します。 

補助の内容：補助限度額25万円、補助率10/10 

 

 (４) 本計画における補助制度に対する考え方 

課題解決のための施策に係る補助制度の創設についいては、四万十市空家等

対策委員会で協議・検討します。 

第４章 空家等対策の基本施策 
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１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

  空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

（目的）  

第１条  この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観

等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民

の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あ

わせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による

基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第１０条第２項を除き、以下同じ。）

による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために

必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物

であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその

敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地

方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。  

２  この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく

保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている

状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

状態にあると認められる空家等をいう。  

（空家等の所有者等の責務）  

第３条  空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の

生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとす

る。  

（市町村の責務）  

第４条  市町村は、第６条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに

基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切

に講ずるよう努めるものとする。  

（基本指針）  

第５条  国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるも

のとする。  

資料編 
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２  基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

（１）空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

（２）次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３）その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要 

な事項  

３  国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようと

するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４  国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（空家等対策計画）  

第６条  市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実

施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下

「空家等対策計画」という。）を定めることができる。  

２  空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

（１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類そ 

の他の空家等に関する対策に関する基本的な方針  

（２）計画期間 

（３）空家等の調査に関する事項 

（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項  

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）

の活用の促進に関する事項  

（６）特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは 

指導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は

同条第９項若しくは第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）

その他の特定空家等への対処に関する事項  

（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項  

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

３  市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。  

４  市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができ

る。  

（協議会）  

第７条  市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を

行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織するこ

とができる。  
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２  協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住

民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識

経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。  

３  前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。  

（都道府県による援助）  

第８条  都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空

家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対

する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援

助を行うよう努めなければならない。  

（立入調査等）  

第９条  市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等

の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のため

に必要な調査を行うことができる。  

２  市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度に

おいて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入

って調査をさせることができる。  

３  市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認

められる場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家

等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に

対し通知することが困難であるときは、この限りでない。  

４  第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示し

なければならない。  

５  第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。  

（空家等の所有者等に関する情報の利用等）  

第１０条  市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的

で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについ

ては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特

定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。  

２  都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされ

ているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされて

いるもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域

内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提

供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速や

かに当該情報の提供を行うものとする。  
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３  前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があ

るときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者

等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。  

（空家等に関するデータベースの整備等）  

第１１条  市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が

販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下

第１３条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に

関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。  

（所有者等による空家等の適切な管理の促進）  

第１２条  市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、こ

れらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるもの

とする。  

（空家等及び空家等の跡地の活用等）  

第１３条  市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する

事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除

く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずる

よう努めるものとする。  

（特定空家等に対する措置）  

第１４条  市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な

措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、

建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をする

ことができる。  

２  市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当

該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受

けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することが

できる。  

３  市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその

勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるとき

は、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとるこ

とを命ずることができる。  

４  市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、

その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由
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並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置

を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出す

る機会を与えなければならない。  

５  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、

市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを

請求することができる。  

６  市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、

第３項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行わなければならない。  

７  市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項

の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期

日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しな

ければならない。  

８  第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自

己に有利な証拠を提出することができる。  

９  市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないと

き又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執

行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなす

べき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。  

１０  第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失が

なくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失が

なくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知

することができないため第３項に定める手続により命令を行うことができな

いときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら

行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この

場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限

までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任

した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。  

１１  市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設

置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなけ

ればならない。  

１２  前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置するこ

とができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識

の設置を拒み、又は妨げてはならない。  

１３  第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８

号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。  
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１４  国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適

切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。  

１５  前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項

は、国土交通省令・総務省令で定める。  

（財政上の措置及び税制上の措置等）  

第１５条  国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に

関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施

に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の

措置を講ずるものとする。  

２  国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対

策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必

要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。  

（過料）  

第１６条  第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０

万円以下の過料に処する。  

２  第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２

０万円以下の過料に処する。  

 

   附 則  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４条及

び第１６条の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。  

（検討） 

２  政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行

の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討

を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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２ 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則（平成２７年総務省・国土 

交通省令第１号） 

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法 （平成２６年法律第１２７号）第１４

条第１１項 の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則を

次のように定める。 

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第１１項 の国土交通省令・総

務省令で定める方法は、市町村（特別区を含む。）の公報への掲載、インター

ネットの利用その他の適切な方法とする。  

   附 則  

 この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規

定する規定の施行の日（平成２７年５月２６日）から施行する。  
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３ 特定空家等ガイドライン〔別紙〕の概要 

 

 

 

  



 

- 64 - 
 

４ 空家等実態調査項目の概要 

 

 空家等の判定項目 

判定項目 確認内容等 

表札の有無  

郵便受けの状態 
公道からの目視確認において、郵便物の溜ま

り具合を確認 

電気、ガスメーター 確認できる範囲で確認 

売り・貸し表示の有無 その他不動産業者の看板の有無も確認 

その他 カーテンや雨戸、雑草の繁茂の状況等 

 

 

 空家等の状況調査項目（空家等と判定された建物のみを対象） 

調査項目 確認内容等 

空家種別 空家、空家候補、管理物件 

建物用途 
戸建住宅、長屋住宅、店舗・事務所、 

店舗兼住宅、工場、共同住宅、その他 

建物構造 木造、木造以外、不明 

階数 一階、二階、三階、四階以上 

進入路・前面道路等幅員  

売貸物件表示の有無 無、売、貸、管理会社のみ 

管理会社名 （管理物件の場合のみ） 

連絡先 （管理物件の場合のみ） 

近影画像、遠景画像、その

他の画像 
必要最小限枚数（最大計５枚）まで 

その他必要なもの  
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 老朽度・危険度判定基準の評定項目 
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５ 空家等意向調査のアンケート調査票 
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６ 子育て世帯への空家等ニーズ調査のアンケート調査票 
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７ 空家等対策の参考先進事例 

 

（１）空家等の利活用事例 

 

 〇子育てサロンへの転用事例（群馬県高崎市：「タカサキチ」） 

 

  空き家を子育てサロンに転用して、地域の活動拠点として利用している事

例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇アパートの空き室を高齢者デイサービス＆カフェに改装した事例 

（東京都世田谷区：「タガヤセ大蔵」） 

 

  普通のアパートの空き室の壁を抜き、高齢者デイサービス＆カフェに改装

した事例。 
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 〇空き家（工場）をサテライトオフィスに改装した事例 

（徳島県神山町：「神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックス」） 

 

  閉鎖された元縫製工場（６１９平方メートル）を改修してコワーキングス

ペース（共同の仕事場）とした事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇老朽長屋を交流・展示・観光施設に改築した事例（広島県庄原市） 

 

  市の中心部に位置した老朽長屋（３軒続き）を改築し、コミュニティレス

トランや特産物販売を行う店舗として活用した事例。 
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（２）空家等の解体後跡地の利活用事例 

 

 〇消火器具置き場・憩いの広場として活用した事例（東京都文京区） 

 

  住宅の解体にかかる費用を補助し、更地となった土地を区が借り上げ、行

政目的で活用することで地域の安全・安心や地域コミュニティに貢献した事

例。 
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（３）官民連携事例 

 

 〇行政と不動産事業者との連携事例（京都府京都市：「地域の空き家相談員」） 

 

  空き家所有者や地域の方々が、空き家に関して気軽に相談できる体制を整

備するため，京都市が地域に身近な「まちの不動産屋さん」を『京都市地域

の空き家相談員』として登録。 
 
  「地域の空き家相談員」は、宅地建物取引士（旧宅地建物取引主任者）で、

かつ一定の業務経験を満たす者を対象に、京都市が研修を行ったうえで登録

する。 
 
  「地域の空き家相談員」への空き家に関する相談は無料。また、相談をし

たからといって、当該相談員に仲介等の業務を依頼しなければならないもの

ではなく、他の相談員や不動産事業者に相談してもかまわない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


